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下院は、連邦地裁判事に対する特許訴訟の専門的知見向上を図る 
パイロットプログラム法案（H.R.5418）を重要法案に指定 

 
2006年 9月 25日 

JETRO NＹ 澤井、中山 
 

 
 21日、下院司法委員会（委員長ジェームズ・センセンブレナー議員、共、ウィスコンシ
ン）は、13日に同委員会を通過した「連邦地裁判事の専門的知識（expertise）の強化を目
的としたパイロットプログラム設置法案（H.R.5418 ）」に関する委員会報告書を下院本会
議に提出した。同時に公表された同法案修正案には、Union Calendarが付されており、
最重要法案の一つとして位置づけられた模様1。なお、米議会においては、委員会から報

告される法案に、種々（下院においては 5種）のカレンダーが割り振られるが、このうち
Union Calendarは、最重要法案（予算関連法案）を意味するもの2。 
 
 同 H.R.5418法案は、連邦地裁における特許訴訟判決のクオリティー向上を目的とした
パイロットプログラムの実施を規定する法案。特許関連訴訟を担当する判事を指定し、

当該判事の専門的知識の向上や技術的知見の向上に資するよう、所要の予算措置を

講じる内容となっている。7月 27日に下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産
小委員会（委員長ラマ－・スミス議員、共、テキサス）を通過し3、9月 13日に同司法委員
会を一部修正の上、通過したもの。 
 
 今般の司法委員会審議（マークアップ）に際して、法案提出者であるイッサ議員（共、カ

リフォルニア）及びシフ議員（民、カリフォルニア）より、法案の修正提案が示された。原案

では、かかるプロジェクトの対象となる裁判所の選定に関しては、特許関連訴訟の提訴

数が上位 15位以内であることを要件としていたが、修正提案では、少なくとも 10人以上
の判事が在籍し、そのうち、3人以上が特許関連訴訟の指定判事となる場合にも選定で
きるようにしている4。これは、選定される裁判所の対象が、フォーラムショッピングの結果

に左右され、結果として小規模裁判所のみに万一にも偏ることのないよう修正を加えたも

の。また、同時に、同プロジェクトの効果を検証し、議会へ報告する事項として、プロジェ

クト対象外の裁判所との比較分析等を行うことも盛り込まれた（次頁参照）。 
 
 司法委員会審議に際し、バーマン議員（同小委員会ランキング委員、民、カリフォルニ

ア） は、本法案を評価しつつ、今般議論されている特許法改革とは異なる法案であるとし
て、包括的な特許改革法案の審議の必要性を強調した。 
                                                 
1 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:h5418rh.txt.pdf 
2 “The Union Calendar is the list of bills available for consideration in the Committee of the Whole. Bills are referred to 
the Union Calendar if they directly or indirectly deal with money.” （C-SPAN Congressional Glossaryより） 
3 2006年 7月 28日付け知財ニュース「連邦地裁判事に対する特許訴訟の専門的知見向上法案、下院小委を通過」を
参照。 
4 各地裁の判事数 （http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00000133----000-.html） 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:h5418rh.txt.pdf
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http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/060728.pdf
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○ 修正後のパイロットプログラム法案（H.R.5418）の概要 
 

下線部は今回の修正提案で新たに追加された部分 
 
 （裁判所の選定） 
 合衆国裁判所事務総局長（Director of Administrative Office of the United States 
Courts）は本法の施行後 6ヶ月内に、少なくとも 5つの連邦地裁を、3箇所以上の巡
回地区（judicial circuits）5から選定する。選定にあたっては、特許関連裁判の提訴数

が多い上位 15ヶ所の裁判地区から選定する（但し、例外として、10人以上の裁判官
が在籍する裁判所で 3名以上の裁判官の指定（次項参照）がある場合も可とする）。 

 
 （裁判官の指定） 
 当該パイロットプログラムの対象となった連邦地裁の首席裁判官（chief judge）は、
特許関連事件（cases involving patent and plant variety protection issues）の審理を扱
う裁判官を希望者の中から指定する。特許関連事件は、当該指定の有無に関わらず

無作為に割り当てられるが、指定裁判官でない者に割り当てられた場合には、担当

となることを辞退でき、辞退された事件は他の指定裁判官へ再指定される。 
  
 （研修・実習のための予算措置） 
 指定裁判官の専門的知見の向上や、技術的知見を有するロークラークの報酬

（compensation）に充てる経費として、毎年度少なくとも 500万ドルの歳出権限を付与
する。 

 
 （パイロットプログラム実施期間） 
 本プログラムは対象となる連邦地裁を選定後（本法施行後 6ヶ月以内）、10年間で
終了する。 

 
 （議会への報告） 
 米国裁判所事務局長は両院の司法委員会へ、パイロットプログラムの実施状況を

定期的に報告する。報告書には次の分析を盛り込むこと。 
① 裁判官の専門的知識向上に対する本プログラムの寄与度 
② 専門知識の向上による裁判効率の改善の程度 
③ 指定裁判所と指定外裁判所との CAFCでの破棄率及び審理期間の比較 
④ 訴訟当事者が特定の裁判所を選定することを示す証拠の考察 
⑤ 当該プログラムの他の裁判所への拡大や恒久的適用の是非 

 
（了） 

                                                 
5 米国を 11の巡回区に分割。これに特別地区のワシントン DCと CAFCとを加えて、米国内には 13の巡回区
がある。連邦地裁数は全米で 91。 


